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日ソ戦争の日本人捕虜に関する公文書

Archival Documents on POWs 

Taken during the Soviet-Japanese War

ジャンボラート・バイムルィノフ*
Zhanbolat Baimurynov

　カザフスタンにおける捕虜問題の研究に最初の刺激を与えたのは、1992年8月17日付カザフ
スタン共和国閣僚会議決定「大祖国戦争期における外国人捕虜及び抑留者問題検討共和国委員
会設立について」である。初期の研究の結果が、カザフスタンにおける日本人捕虜の運命に関
する資料である。この資料は『記憶の書』に発表され、1994年4月カザフスタン共和国大統領ナ
ザルバーエフN. A.によって日本政府に手渡された。
　1980年代末から1990年代初めにかけて始まった20世紀前半のカザフスタン政治史、とくに政
治的弾圧の歴史、カルラーグの歴史等のアクチュアルな諸問題の研究の中で、第2次世界大戦期
の捕虜の問題も触れられるようになった。
　1990‐2000年代にはカザフスタン、カラガンダ州における捕虜の歴史の諸問題にかかわる一
連の論文が、共和国・州の定期刊行物に発表された。
　カザフスタンにおける外国人捕虜の収容所の歴史にかかわる問題意識明瞭な学術研究をリー
ドしたのはミヘーエヴァ L. V.である。修士号請求論文とそれに基づくモノグラフィーが、彼女
の長年にわたる調査・分析活動の最終結果だった。
　モノグラフィーの資料的基礎、立論・検討された諸問題の性格及び範囲、研究に孕まれた主
要な命題及び結論は、カザフスタンにおける捕虜及び抑留者収容所の歴史にかかわる知識の破
壊の始まりを物語っている。ミヘーエヴァの著作の出現とともに、問題の学術的イメージが根
本的に広がった。彼女の仕事が、カザフスタンにおける捕虜問題の一層の、深化された研究の
出発点であると位置づける根拠を与えている。
　カザフスタンにおける捕虜史の一連の側面が専門的歴史家の活発な研究の対象になったばか
りだということ、問題の歴史学的検討にはより広く、深い研究が必要だということに鑑みると、
研究活動をこのまま継続することが真に必要である。
　『カザフスタンにおける日本人捕虜』の資料的基礎は圧倒的に、初めて学術的利用に供された
諸公文書館の大量の文書、資料から成っている。ロシア連邦国立公文書館（GARF）、ロシア国
立軍事公文書館（RGVA）、カラガンダ州国立公文書館（GAKO）、ジェスカズガン市国立公文書
館（GAGZh）、そして資料集である。
　本研究テーマにとって最も価値ある、有意義な資料は、RGVAに所蔵されている次のような分
類の文書群である。fond（書庫）1p（ソ連内務人民委員部／内務省捕虜・抑留者業務管理総局
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1941‐1951年）、opis’（目録）5、delo（ファイル）4、10、13には、1947年の日本軍捕虜の労
働利用に関する月例報告、同じく輸送に関する資料がある。opis’ 10、delo 1、10には、1941‐
1949年の捕虜の労働利用に関する総括的な資料、捕虜・抑留者の労働利用に関する共和国内務省、
内務省地方・州本部との往復書簡、収容所による内務省に対する捕虜の労働利用に関する1949

年の年次報告がある。opis’ 1e、delo 38には、1945年9月20日から1946年8月27日までの日本
軍捕虜の所在と移動に関する報告がある。opis’ 3、4にも同様の資料が大量にある。
　fond 4p（ソ連内務省捕虜・抑留者業務管理総局政治部付属反ファシスト部46年12月9日‐50

年3月24日）、opis’ 29ia、delo 35、173には、第5収容所のスターリンあて書簡（露訳付き）、第
9分所の第5収容所管理部への感謝状がある。opis’ 31ia、delo 3、8には、1949年の第5収容所送
還者の文芸作品集、1948‐49年の捕虜の芸術活動に関する資料がある。opis’ 32ia、delo 5には、
第5収容所の反ファシスト委員会ビューローの報告、散文や詩がある（ロシア語）。
　fond 24p（カザフスタン・ソヴィエト社会主義共和国内務省捕虜・抑留者業務管理局）、opis’ 

26、delo 12、42、43、44、46、52には、1947年のカザフ内務省捕虜収容所における転出・死亡
捕虜、送還捕虜及び抑留者の証書とリスト、1948‐49年の捕虜の労働利用に関する報告がある。
opis’ 27、delo 14には、ソ連内務省捕虜・抑留者業務管理総局あて報告メモ、収容所捕虜の数、
活動の結果に関する報告がある。
　GARFの fond p-9401（ソ連内務人民委員部／内務省書記局（総務部））にも貴重な文書、資料
がある。opis’ 1a、delo 197、201、222、225、290、301には、1947年1月1日現在の軍需物資及
び食糧の在庫調査実施、在ソ日本人捕虜が送り、受け取る葉書の送付手続、1947年の日本人捕
虜の送還、第99（カラガンダ）収容所第20分所の設立（1947年6月17日）、捕虜の労働報酬、
1949年の日本人捕虜・抑留者の送還に関する資料がある。
　とくに貴重なのはGAKO所蔵の文書、資料である。ここでは何よりも、fond 410（第99捕虜・
抑留者収容所管理部）が挙げられる。opis’ 2、5に集中したdeloには、第99収容所長の命令、収
容所及び分所の警備、日課に関する四半期ごとの報告、各年の医療・衛生業務に関する統計的
報告、収容所内の異常事件に関する報告、捕虜の労働利用、送還、死亡に関する報告がある。
郷土史家ポポフ Iu. G. の個人書庫（fond 1487）は、90年代にカザフスタンを訪れた元日本人捕
虜との出会いに関する資料、ソ連領内の収容所に収容された捕虜のリスト、収容所における捕
虜の生活を描いた写真などを含んでいる。
　GAGZhの fond、とくに fond 380（第39捕虜収容所管理部）、fond 458（第37捕虜収容所管理部）
には、収容所及び分所の設立、収容所入所者の移動と構成、捕虜の労働利用、給養、食事及び
物品供与、医療サービスの諸条件、死亡と送還の諸問題を反映した文書、資料がある。
　上記著作で利用したロシア及びカザフスタン諸公文書館の文書、資料の全体は、幾つかのグ
ループに分けることができる。1）外国人捕虜にかかわる基礎的な規範的＝法的文書、2）ソ連
内務人民委員部／内務省捕虜・抑留者業務管理総局指導部の命令、指示、3）第99、39、37収容
所の実務的文書で、捕虜の数的・民族的構成、捕虜の労働利用、給養、食事及び物品供与、医
療サービスの諸条件、死亡の諸問題を明らかにしたもの、4）捕虜の間でのイデオロギー的・大
衆文化的活動、親族との連絡の可能性を明らかにするもの、5）日本人捕虜の送還に関する資料、
6）回想や書簡の形での文書、定期刊行物、7）写真である。
　第2次世界大戦の歴史にかかわる、すべての公文書館資料は地方に、収容所が配置された諸都
市に保存されている。ロシア連邦の諸公文書館は基本的には、一般的性格の資料を保存してい
るが、当時モスクワには地方から報告メモが挙げられていたことにも留意したい。
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1946年11月におけるカラガンダ収容所の医療・衛生状態を示す文書
出典：Japanese Prisoners of War in Karaganda Oblast (《Bolashak》 Karaganda University, 2011), p. 1011)




